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(令和元年度青少年のインターネット利用環境実態調査(内閣府 )2020年 4月 )

オンライン授業、W巨B会議、リモート勤務、リモート里帰りなど、私たちはコロナ

ンターネットを生活のあらゆる場面で利用しはじめ志した。

か

禍でこれまで以上にイ

―方、ネット依存、ネット炎上、ネット上の誹謗中傷や危険な出会い、ネットいじめ…。インターネットに関

連した多くのトラブルも起こつています。だからと言って、インターネットを使わない時代に逆戻りはできま

せん。「正しく怖がり、賢く使う」ため、私たちはどのようなことに注意をし、どういう姿勢で

インターネットを使つていけばよいのでしょうか?それぞれの立場で自分のこととして考

えてみましょう。
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SNSに起因する児童被害数の推移
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※「児童」とは18歳に満たない者をいう。
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(令和元年における少年非行.児童虐待及び子供の性被害の状況(警察庁)2020年 3月 )

SNSは、知らない人と簡単に友人や知人になることができ、誰とでも写真や動画を共有できる便利

なものですが、逆にそれを悪用する人もいます。SNSで知り合つた人を信用して、自画撮り画像を送信し

てしまつた結果、悪用されたり、実際に会つて犯罪に巻き込まれたりする被害が増加してい志す。

被害にあつたきつかけが、子どもたちがよく使うスマートフォンアプリであるこ

子どもたちの身近なところに危険が迫つていると言えます。

子ども自身がネットの危険性を知ることはもちろん、周りの

大人も子どもたちのネットの使い方に関心をもち、安全にイン

タTネットを使える環境を整えてあげることが大切です。
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低年齢児のネット利用率の推移
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4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳

■平成29年 40 37 45 50 50 66

_令和元年 56 61 69 68 72 80

図1の内閣府が行つている、調査結果による

と、平成29年度と令和元年度では低年齢児のす

べての年齢でネットの利用率が伸びています。

この調査結果から、ネット利用の低年齢化が

驚くスピードで進んでいることがわかります。

そこには、スマホなどのインターネットを使い

こなしている世代の保護者に育てられた子ども

たち、いわゆるスマホネイティブ2世が増えてい

ることにその一因があるかもしれません。

図2は、SNSでの出会いがきっかけで被害に

あった18歳未満の子どもの人数の推移です。

統計を取り始めた平成20年から右肩上がり

に増えています。

とも多く、
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インターネット・SNS利用のルール作り

0ネツト依存
2019年、WHO(世界保健機関)がゲームに熱中し、利用時間がコン

ト□―ルできず、日常生活にも支障がでる症状を「ゲーム障害」という

新たな病気として正式に認定しました。どのような症状かと言うと、

①ゲームを最優先する  ②8寺間や頻度を自分で制御できない

③問題が起きているのに続ける

という状況が一般的に12か月以上続くと「ゲーム障害」と診断されます。

また、SNSや動画視聴に夢中になり、やめられないケースも含めて、

「ネット依存」状態と言われます。「ネット依存」の割合は、厚生労働省

の調査によると2012年は中学生6.0%。 高校生9。4%でしたが、2018年

には中学生12.4%。高校生16.0%とほぼ倍増しています。国際的にみ

て、ネット依存はもはや一部の人の問題ではなく、広くすべての人の問

題といつても過言ではあり志せん。自分とインターネットについて、立ち

止まって考えてみることが必要です。

ネット依存のスクリーニングテスト
5つ以上あてはまると「ネット依存」
の可能性があります。

① インターネットに夢中になつていると

感じることがある

② ネットを使う時間をもつと長くしたい

と感じる

③ うまくネットをやめることができない

④ ネットの使用時間を短くしようとする

とイライラする

⑤ 考えていたより長い時間続けてしまう

⑥ ネットで人間関係を台無しにしたこと
がある

⑦ ネットヘの熱中のしすぎを隠すため

に、家族、先生や他の人に嘘をついた
ことがある

③ 絶望、不安から逃げるためにネットを

使う

リヾーヤング氏作成/文章は一部簡略化しています.
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0守られるルニルと、
破られてしまうル

インターネットはついつい使いすぎてしまつたり、うつかり危険な

使い方をしてしまつていることがあります。右の図3を見ても、子ども

は「一方的に大人に決められたルール」より、「家庭で話し含つて決め

たルール」の方がよく守られることがわかっています。時間をとって、

子どもの意見も聞いて、しつかり話し合うことが大切です。

ルール例

ロロ鵬凛 一日○時間・〇〇時まで。食事中は禁上にする         薔口厨遷相手の気持ちや事情を考えてやり取りする

|ロロ1使う場所を決める(リ ビングだけで使う・布団に持って行かない)獲団鷹ヨ フィルタリングを設定する。時間制限機能を活用する

1目閥瓢 課金は禁止・課金をするときは保護者に相談。課金の限度額を決める等 猛回団ヨ 困つたら保護者や相談機関に相談する

インターネットは、匿名で簡単に発信できることから、他人を誹謗中傷したり、差別を助長したりする情報

が掲載されていることがあります。人として大切にされるべき人権が守られない問題も多数発生してい志す。

インターネットで発信する情報であつても、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手

の人権を尊重することが大事です。お互いの顔が見えなくてもインターネットでつながつた先に

いるのは、心をもつ生身の1人間であることを忘れずにコミュニケーションをとりましょう。
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家庭での話し合いの有無とネットルールを破る割合

※(兵庫県立大学ソーシャルメディア研究会調査)
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「ゲーム障害」や「ネット依存」にならないために


